
自治体生物多様性地域戦略について 

＜策定の根拠（生物多様性基本法）＞ 

第十三条 都道府県及び市町村は、生物多様性国家戦略を基本として、単独で又は共同して、

当該都道府県又は市町村の区域内における生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本

的な計画（以下「生物多様性地域戦略」という。）を定めるよう努めなければならない。 

２ 生物多様性地域戦略は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 生物多様性地域戦略の対象とする区域 

二 当該区域内の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する目標 

三 当該区域内の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関し、総合的かつ計画的に講ずべ

き施策 

四 前三号に掲げるもののほか、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 都道府県及び市町村は、生物多様性地域戦略を策定したときは、遅滞なく、これを公表する

とともに、環境大臣に当該生物多様性地域戦略の写しを送付しなければならない。 

４ 前項の規定は、生物多様性地域戦略の変更について準用する。 

 

＜戦略を策定している市町村＞ 

 ・令和６年１月時点で策定済自治体数：213（47 都道府県・166 市区町村が策定 

 ・愛知県内の策定状況は次のとおり（令和７年１月時点）25/54 

  名称 地方公共団体名 位置付け 

1 あいち生物多様性戦略 2030 愛知県 独立した計画 

2 みよし市生物多様性戦略 愛知県 みよし市 独立した計画 

3 第 2 次愛西市環境基本計画 愛知県 愛西市 環境基本計画の一部 

4 第 2 次安城市環境基本計画 愛知県 安城市 環境基本計画の一部 

5 生物多様性いなざわ戦略 愛知県 稲沢市 独立した計画 

6 生物多様性おかざき戦略 愛知県 岡崎市 独立した計画 

7 第 2 次岩倉市環境基本計画 愛知県 岩倉市 環境基本計画の一部 

8 第 2 次幸田町環境基本計画 愛知県 幸田町 環境基本計画の一部 

9 第三次江南市環境基本計画 

令和４年度～令和 13 年度 

愛知県 江南市 環境基本計画の一部 

10 春日井市環境基本計画 2022-

2030 

愛知県 春日井市 環境基本計画の一部 

11 第 2 次新城市環境基本計画 愛知県 新城市 環境基本計画の一部 

12 第 2 次西尾市環境基本計画 愛知県 西尾市 環境基本計画の一部 
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13 第 3 次大府市環境基本計画 愛知県 大府市 環境基本計画の一部 

14 第 3 次知多市環境基本計画 愛知県 知多市 環境基本計画の一部 

15 第２次知立市環境基本計画 愛知県 知立市 環境基本計画の一部 

16 第４次長久手市環境基本計画  愛知県 長久手市 環境基本計画の一部 

17 津島市環境基本計画 愛知県 津島市 環境基本計画の一部 

18 田原市環境保全計画 愛知県 田原市 環境基本計画の一部 

19 第３次東浦町の環境を守る基

本計画 

愛知県 東浦町 環境基本計画の一部 

20 第 2 次東海市環境基本計画 愛知県 東海市 環境基本計画の一部 

21 第２次 半田市環境基本計画 愛知県 半田市 環境基本計画の一部 

22 第 3 次碧南市環境基本計画 愛知県 碧南市 環境基本計画の一部 

23 第３次豊橋市環境基本計画 愛知県 豊橋市 環境基本計画の一部 

24 生物多様性とよた戦略 愛知県 豊田市 独立した計画 

25 生物多様性なごや実行計画

2030 

愛知県 名古屋市 独立した計画 

 

 

 


